
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

施設概要 

令和 元年 5 月 31 日 庁舎整備の検討に 

向けた諸課題策定   

令和 元年 11月 27 日 基本計画策定 

令和 2 年 11月 30 日 基本設計完了 

令和 3 年 6月 30 日 実施設計完了 

令和 3 年 10月 1 日 建設工事着工 

令和 5 年 5月 31 日 建設工事竣工 

令和 5 年 10月 10 日 開庁 

  

建物用途  市庁舎（事務所） 

敷地面積  南側敷地：18,365.7 ㎡ 

北側敷地：  4,926.6㎡ 

建築面積  1,879.83㎡ 

延床面積  6,515.35㎡  

構  造  鉄筋コンクリート造、一部プレ

ストレストコンクリート造 

階  数  地上４階 

建物高さ  20.9ｍ 

昇 降 機  エレベーター（18 人乗り）1 台 

駐車台数  来庁者用 138 台 

駐輪台数  来庁者用  20 台 

※駐車台数・駐輪台数は外構工事 

完了時の台数となります。 

建物概要 

新庁舎建設事業は次の補助を受け実施しました。 
 
環境省：二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助

金（建築物等の脱炭素化・レジリエン

ス強化促進事業） 
 
北海道：新エネルギー設計支援事業補助金 
 

  補助金等 

設  計       株式会社日建設計 

建築工事（1 工区）  小川組土建株式会社 

建築工事（2 工区）  株式会社樋口組 

電気設備工事（強電）  富士電機・日東興業 

特定 JV 

電気設備工事（弱電） 西口・坪田特定 JV 

機械設備工事（空調） 寺迫・廣進特定 JV 

機械設備工事（衛生） 山一・飯塚特定 JV 

機械設備工事（地中熱）有我・山一特定 JV 

  施工業者 

完成までの経過 【配置図】 

深川市新庁舎
FUKAGAWA CITY HALL

ご案内

 

 

※上記は外構工事等全ての工事を終えた際の配置となります。
（令和 7 年 7 月完了予定） 

 

市役所・健康福祉センター「デ・アイ」 

８時４５分～１７時１５分 

土・日・祝日・年末年始を除く 

開庁時間のご案内 

お問い合わせ 

 深 川 市 役 所 

〒074-8650 深川市２条 17 番 17 号 

TEL 0164-26-2228（代表） 

https://www.city.fukagawa.lg.jp 

窓口 大会議室 

議場 執務室 市民ラウンジ 議場 



 

 

 

 

 

 

新庁舎の特徴 
フロア案内 
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建物出入り口の段差解消やゆとりある

通路幅の確保をはじめ、多目的トイレの

各階への整備、エレベーターやベビール

ームの設置のほか、各室出入り口の多く

を引戸にするなど、誰もが安心・安全に

利用できるユニバーサルデザインを徹底

した庁舎としています。 

人に優しいユニバーサルデザインを徹底した庁舎 ２ 

多目的トイレ 各室出入口の引戸 

分散している庁舎機能を集約し、利用者の

多い窓口を低層階に配置して、分かりやすく

利用しやすい庁舎としています。「多目的ス

ペース（１階）」や「市民ラウンジ（４階）」な

ど市民が利用するエリアでは、地域材の活用

や公衆無線 LANの整備等を行っています。 

市民に親しまれ利用しやすい庁舎 １ 

多目的スペース 通路・窓口カウンター 

外断熱等による建物の高断熱化をはじ

め、効率の良い照明機器や空調設備の採

用、地中熱の活用などにより、従来の建物

に比べ年間の一次エネルギー消費量を

50％以上削減する「ZEB Ready」を達

成。空知管内では初めて ZEB を達成する

庁舎となり、環境負荷と維持管理コスト

を抑えた建物となります。 

 

４ 環境に優しい空知初のＺＥＢ庁舎 

太陽光発電パネル 建築物省エネルギー性能表示制度
「BELS」で最高ランクの 5 つ星評価 

防災拠点としての機能が十分に発揮

できるよう、高い耐震性を有する構造と

し、防潮板などの浸水対策を講じたほ

か、非常用発電機の設置や防災備蓄品の

保管等により、災害時でも庁舎機能を維

持できる建物としています。 

３ 災害に強い安心・安全な庁舎 

非常用発電機 災害対策室 

１Ｆ 

・総合案内  

・多目的スペース  

・待合 

・ベビールーム 

・売店、ATM、自販機 

・打合せ室、相談室 

・当直（休日・夜間窓口） 

【配置部署】 

・市民福祉部 

・税務財政課（納税係・課税係） 

・会計課 

 

・市長室 

・副市長室 

・応接室 

・大会議室 

・災害対策室（会議室 3-2） 

・印刷室 

【配置部署】 

・企画総務部 

・選挙管理委員会 

・監査事務局 

 

３Ｆ 

２Ｆ 

・教育長室 

・会議室、相談室 

・記者室 

【配置部署】 

・建設水道部 

・経済・地域振興部 

・教育委員会 

・農業委員会 

 

・議場（対面配置型） 

・正副議長室 

・議会応接室 

・議員控室 

・委員会室 

・市民ラウンジ 

・会議室、打合せ室 

【配置部署】 

・議会事務局 

 

４Ｆ 

新
庁
舎
出
入
口 

（正面玄関は旧庁舎解体工事等が終了するまでご利用いただけません） 


